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1 R6.4.25 R6.5.1 建築計画概要書　平成16年度　第5115号 4 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

2 R6.5.1 R6.5.2

建築計画概要書の第３面
31多建建二建第3748号
04多建建二建第4919号
04多建建二建第4920号

6 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

3 R6.4.18 R6.5.2
センター・コア・エリア内の未供用区域のある都市計画公園・緑地リスト（平成24年当時の公園まちづくり制度対
象公園一覧）

※ 1 ―
都市整備局都
市づくり政策
部緑地景観課

4 R6.4.22 R6.5.2

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、
直近２期分及び役員一覧
 （１）東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
 （２）東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
 （３）東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
 （４）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （５）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （６）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （７）東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
　　　（閲覧対象部分に限る）

85 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

5 R6.4.24 R6.5.8
令和5年度議案第1033号に係る東京都狛江市西野川二丁目〇番〇、外18筆における建築基準法第43条第２第2号許可
に関する道に関する協定図、協定書、協定承諾書

3 1 ―

都市整備局
多摩建築指導
事務所
建築指導第一
課

6 R6.4.25 R6.5.9

　〇〇株式会社
  東京都知事許可第〇〇号
  建設業許可の新規、業種の追加、更新に係る申請、決算変更届出書並びに、許可後の変更事項に対する届出をす
る際に、東京都に提出した申請書、及び提出書類すべて
　(ただし、個人情報及び印影を除く)

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

7 R6.5.1 R6.5.10 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和６年４月末現在） ※ 1 ―
市街地建築部
建設業課

8 R6.5.7 R6.5.10
東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
 　決算変更届　令和４年４月１日～令和５年３月３１日
　(ただし、印影を除く)

21 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

9 R6.4.25 R6.5.14
平成17年議案第1092号に係る東京都武蔵村山市大南４丁目〇-〇、〇における建築基準法旧第43条第１項ただし書
許可に関する道に関する協定書及び道に関する協定承諾書

1 1 ―

都市整備局
多摩建築指導
事務所
建築指導第一
課

10 R6.5.1 R6.5.15

東京都知事許可第〇〇号
〇〇株式会社
令和５年１２月期の決算書変更届一式
（閲覧対象に限る）

26 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

11 R6.5.2 R6.5.20

平成28年議案第1004号に係る東京都狛江市岩戸南四丁目〇番〇、同番〇、〇番〇、同番〇から〇まで、同番〇、同
番〇から〇まで、同番〇、〇番〇、同番、〇及び〇番〇における建築基準法旧法第43条第１項ただし書き許可に関
する協定図、協定書、協定承諾書
令和３年議案第1028号に係る東京都狛江市岩戸南四丁目〇番〇の一部、〇番〇、同番〇から〇、同番〇、同番〇か
ら〇まで、同番〇、〇番〇、同番〇、〇番〇、同番〇及び〇番〇地先における建築基準法第43条第２項第２号の許
可に関する協定図

14 1 ―

都市整備局
多摩建築指導
事務所
建築指導第一
課

12 R6.5.1 R6.5.20 2023年3月10日に開示決定された、西麻布3丁目北東地区市街地再開発組合の決算報告書等に係る決裁文書 ※ 1 1 1

(7条2号)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(7条6号)
当該番号は、公にされていない情報であり、公にすることによって不特定多数の人物から本来の業務に関係の無い電話がなされることで、実施機関における事務
の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるため。

都市整備局市
街地整備部再
開発課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

13 R6.5.7 R6.5.20

・21都市整民第322号・22都市整民第245号
・22都市整民第358号・22都市整民第531号
・22都市整民第670号・23都市整民第197号
・23都市整民第293号・23都市整民第327号
・23都市整民第444号・24都市整民第248号
・25都市整民第383号・26都市整民第73号
・26都市整民第243号・26都市整民第732号
・27都市整再第77号・27都市整再第261号
・27都市整再第333号・27都市整再第348号
・28都市整再第244号
・西富久地区市街地再開発組合　解散認可申請書
・西富久地区市街地再開発組合　決算報告承認書
・4都市整再第735号・4都市整再第640号
・5都市整再第410号・5都市整再第59号・5都市整再第33号

※ 1 ―
都市整備局市
街地整備部再
開発課

14 R6.5.7 R6.5.20
第1種市街地再開発事業組合の定款　下記の4地区
・東京都中央区八重州2丁目北地区　・東京都品川区西品川一丁目地区・東京都港区六本木三丁目東地区・東京都
港区浜松町二丁目地区

40 1 1
（7条3号）市街地再開発組合及び参加組合員の事業及び財産管理に関する内部情報であり、公にすることで事業運営上の地位が損なわれると認めら
れるため。

都市整備局市
街地整備部再
開発課

15 R6.5.7 R6.5.20

都市再開発法第１１１条「特別の事情」について再開発対象地区の大多数の地権者が地上権非設定型を選択すると
いう判断に至らしめた経過を示す資料一式。対象地区は下記の4地区
・東京都港区浜松町二丁目地区　・東京都港区六本木三丁目東地区
・東京都中央区八重州2丁目北地区　・東京都品川区西品川一丁目地区

1 開示請求に係る公文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局市
街地整備部再
開発課

16 R6.4.30 R6.5.21
晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業の分譲マンションの販売に関する議論の経緯や決定の内容がわかる資料
一式

1 開示請求に係る公文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局市
街地整備部再
開発課

17 R6.5.8 R6.5.22

第〇〇号　有限会社〇〇
　変更届出書　20期
・直前３年の工事施工金額
・財務諸表
・使用人数
　建設業許可申請書
・直前３年の工事施工金額
・営業の沿革

11 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

18 R6.4.17 R6.5.24

下記の決算変更届出書
 （１）東京都知事許可第〇〇号  〇〇株式会社
 （２）東京都知事許可第〇〇号   株式会社〇〇
 （３）東京都知事許可第〇〇号　 株式会社〇〇
 （４）東京都知事許可第〇〇号　 株式会社〇〇
 （５）東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
 （６）東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
 （７）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （８）東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
 （９）東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
　　（閲覧対象部分に限る）
　2020年から2023年までの４期分

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

19 R6.5.10 R6.5.24

（１）建設業新規許可業者名簿
（東京都知事許可　令和5年11月）
（２）建設業新規許可業者名簿
（東京都知事許可　令和5年12月）
（３）建設業新規許可業者名簿
（東京都知事許可　令和6年3月）
（４）建設業新規許可業者名簿
（東京都知事許可　令和6年4月）

※ 1 ―
市街地建築部
建設業課

20 R6.5.16 R6.5.24
東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇
変更届出書　令和１年以降書類　５期分　閲覧対象部分

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

21 R6.5.16 R6.5.24
東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
第46期決算変更届出書（閲覧対象部分）

30 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

22 R6.5.10 R6.5.24

東京都東久留米市本町一丁目〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇、〇番〇、
〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇、〇番〇、〇番
〇、〇番〇、〇番〇の一部、〇番〇及び〇番〇における建築基準法第43条第２項第２号の許可に関する協定内容説
明図(２－１)

1 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

23 R6.5.14 R6.5.28

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、
直近２期分及び役員一覧
 （１）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （２）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （３）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （４）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （５）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （６）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （７）東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
　　　（閲覧対象部分に限る）

85 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

24 R6.5.17 R6.5.30 令和2年2月21日付31都市政土第1146号「明治神宮内外苑風致地区における地域区分の変更について（依頼）」 ※ 1 ―

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

25 R6.5.17 R6.5.30
　明治神宮内外苑風致地区における地域区分においてＳ丙地域を定めた理由及び庁内検討資料及び議事録及び関係
者提案文書のうち、
庁内検討資料及び議事録及び関係者提案文書

1 作成及び取得した事実が確認できず、また実施機関では現に保有しておらず、存在しない。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

26 R6.4.23 R6.5.30

下記すべての2020～2023年 の4期決算書
（１）〇〇号　（有）〇〇
（２）〇〇号　（株）〇〇
（３  〇〇号　（株）〇〇
（４）〇〇号　（株）〇〇
（５）〇〇号　（株）〇〇
（６）〇〇号　 〇〇（株）
（７）〇〇号　（株）〇〇
（８）〇〇号　 〇〇（株）
（９）〇〇号　（株）〇〇
（閲覧対象部分）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

27 R6.5.1 R6.5.30

下記の建設業登録許可申請書・決算変更届出書       2020年から2023年までの４期分
（１）〇〇号 （株）〇〇
（２）〇〇号  〇〇（株）
（３）〇〇号 （株）〇〇
（４）〇〇号 （株）〇〇
（５）〇〇号  〇〇（株）
（６）〇〇号  〇〇（株）
（７）〇〇号 （株）〇〇
（８）〇〇号 （株）〇〇
（９）〇〇号 （株）〇〇
　（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

28 R6.5.1 R6.5.30

下記の建設業登録許可申請書・決算変更届出書　　　2020年から2023年までの４期分
（１）〇〇号 （株）〇〇
（２）〇〇号 （株）〇〇
（３）〇〇号 （株）〇〇
（４）〇〇号 　〇〇（株）
（５）〇〇号 （株）〇〇
（６）〇〇号 （有）〇〇
（７）〇〇号 　〇〇（株）
（８）〇〇号 （株）〇〇
（９）〇〇号 （株）〇〇
（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

29 R6.5.1 R6.5.30

下記の建設業登録許可申請書・決算変更届出書    2020年から2023年までの４期分
（１）〇〇号　（株）〇〇
（２）〇〇号  （株）〇〇
（３）〇〇号  （株）〇〇
（４）〇〇号  （株）〇〇
（５）〇〇号  （株）〇〇
（６）〇〇号  （株）〇〇
（７）〇〇号  （株）〇〇
（８）〇〇号  （株）〇〇
（９）〇〇号  （株）〇〇
　（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

30 R6.5.1 R6.5.30

下記の建設業登録許可申請書・決算変更届出書          2020年から2023年までの４期分
（１）〇〇号（株）〇〇
（２）〇〇号（株）〇〇
（３）〇〇号（株）〇〇
（４）〇〇号　〇〇（株）
（５）〇〇号　〇〇（株）
（６）〇〇号　〇〇（株）
（７）〇〇号　〇〇（株）
（８）〇〇号 （株）〇〇
（９）〇〇号 （株）〇〇
　　（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

31 R6.5.7 R6.5.30

下記全て建設業許可登録申請書。閲覧可能部分。
　2020年～2023年の４期決算書。
  （１）〇〇号　〇〇（株）
  （２）〇〇号  〇〇（株）
　（３）〇〇号（株）〇〇
　（４）〇〇号　〇〇（株）
　（５）〇〇号　〇〇（株）
　（６）〇〇号　〇〇（株）
　（７）〇〇号　〇〇（株）
　（８）〇〇号　〇〇（株）
　（９）〇〇号  〇〇（株）

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
市街地建築部
建設業課

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


